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第１章  基本的考え方 

（１）背景 

AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、分散台帳技術（ブロックチェーン）など、

第４次産業革命のデジタル技術とデータの活用は、19世紀から20世紀にかけて進ん

だ電力化や、20世紀末に進んだIT化と同じく、全ての産業に幅広い影響を及ぼす、

汎用技術（General Purpose Technology：GPT）としての性格を有する。 

令和の新時代において、我が国が第４次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最

大限に活かし、生産性向上や経済成長につなげるためには、企業組織のあり方や個

人の仕事の内容・仕方など、経済社会システム全体の再構築を図る必要がある。 

第４次産業革命は、同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化を

もたらす。デジタリゼーションを企業経営者が本格活用し、いかに差別化を図り、

付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すかという競争であり、付加価値の

創出・獲得が課題である。 

第４次産業革命は、労働市場にも大きな影響を及ぼす。現在、世界的に中スキル

の仕事が減少し、高スキルと低スキルの仕事が増加する「労働市場の両極化

（Polarization）」が進行している。高スキルの雇用を増加させるためには、機械

やAIでは代替できない創造性、感性、デザイン性、企画力といった能力やスキルを

具備する人材を育てていく必要がある。 

このように、第４次産業革命に合わせて「組織」と「人」の変革を進められるか

どうかが、付加価値の創出による労働生産性上昇を実現できるかどうかを左右する。 

 

（２）政府・政策の変革 

第４次産業革命の変化のスピードは早く、かつ、急激であり、世界は大きく変化

している。政府が、早期に、かつ、具体的に対応策を打ち出し、民間がこれに応え

て具体的なアクションを起こせるかどうかが、日本が第４次産業革命をリードでき

るかどうかを決する。この１、２年が勝負である。 

このため、必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、2020年の通常

国会において国の基本的なインフラ整備・ルール整備を完了するよう取り組むこと

とする。 

引き続き、アベノミクスにおける大胆な金融政策や機動的な財政運営を推進しつ

つ、その間に、政府においては、人材の流動化などのオープン・イノベーションの

試みを率先して実施すると同時に、規制改革の推進により新規参入を促進し、経済

政策の持続可能性を確保していく。 

 

（３）組織の変革 

第４次産業革命を実現するためには、企業によるイノベーションの実行が重要に

なる。イノベーションの担い手として、引き続きベンチャー企業への期待は大きく、

その育成は重要であるが、懐妊期間の長い研究開発投資が必要となる第４次産業革

命においては、資金面・人材面で豊富なリソースを有する既存企業・大企業の役割

も重要となる。 

 

 2001年から2007年では、日本の労働生産性の伸び率は米英に比べて低い状況であ

った（図1）。これに対して、2011年以降は、伸び率としては、日本がG7の中で一

位となっている（図2）。 
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 ただし、労働生産性の絶対値自体は依然として低く、米国の65％である（図3）。

生産性は、売値－コストを基礎とするので、日本の労働生産性の低さは、コストが

高いことが原因か、それとも売値が低いことが原因か、ということが論点である。 

この点を確認するため、マークアップ率を見てみる。「マークアップ率」とは、

分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍

の価格で販売できているかを見るものである。この値が１のとき、販売価格はちょ

うど費用をまかなう分だけを捻出していることになる。 

米国や欧州企業は、2010年以降、急速にマークアップ率が上昇する一方、日本企

業は2010年以降も低水準で推移している（図4）。 

 

 

 

米国では、1980年段階では、マークアップ率の分布は１倍近傍に集中し、価格が

ちょうどコストをまかなう程度であった。直近の2016年になると、右側の方向にロ

ングテールに伸びている（図5）。第４次産業革命などの結果、値段を取ることが

出来る企業が増えてきたことを示している。 

米国を除く先進国においても、企業のマークアップ率の分布は同様の変化になっ

ている（図6）。日本においてもマークアップ率が高い企業が登場しつつあること

は一定程度確認できるが、その変化の幅は海外と比して非常に低い（図7）。 

図1．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2001-07年） 

図2．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2011-17年） 

図3．時間当たり実質労働生産性の対米国比水準 

         （2017年） 

図4．先進国企業のマークアップ率の推移 
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日本の労働生産性上昇の課題は、顧客視点でみた付加価値の創出である。すなわ

ち、第４次産業革命のデジタル技術とデータを活用し、付加価値の高い新たな製

品・サービスを生み出すことで、マークアップ率・利益率の向上を図る必要がある。 

図5．米国企業におけるマークアップ率の分布 

図6．先進国企業におけるマークアップ率の分布 

図7．日本企業におけるマークアップ率の分布 
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特に、日本企業は、その得意とした実世界（フィジカル空間）での知識やリアル

データを生かし、仮想空間（サイバー空間）への展開を早急に行う必要がある。 

このためには、第４次産業革命において最大の資源となる「データ」を利活用で

きる環境を整備し、世界に先駆けてイノベーションを生み出す必要がある。また、

国際社会において、プライバシー保護と自由なデータ流通の両立に我が国が先導役

として取り組む。これにより、地域の暮らし、国民の生活がよりスマートで豊かに

なる社会を作るとともに、地球環境問題や高齢化等の世界的課題を解決する。 

 

（４）人の変革 

①付加価値の高い雇用の創出 

 第４次産業革命は、労働市場の構造にも著しい影響を与える。その構造変化の代

表が両極化である。 

 米国では、中スキルの製造・販売・事務といった職が減り、低賃金の介護・清

掃・対個人サービス、高賃金の技術・専門職が増えている（図8）。日本でも同様

の両極化が発生し始めている（図9）。 

 

図8．米国における職業別就業者シェアの変化（16-64歳） 

図9．日本における職業別就業者シェアの変化（15歳以上） 
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 経済成長を支える原動力は「人」である。劇的なイノベーションや若年世代の急

減が見込まれる中、国民一人一人の能力発揮を促すためには、社会全体で人的資本

への投資を加速し、高スキルの職に就ける構造を作り上げる必要がある。 

 また、第４次産業革命や人口減少など変化が激しい時代には、企業も個人も、変

化に柔軟に対応し、ショックへの強靭性を高める必要がある。このためには、第４

次産業革命によってもたらされる分散化・パーソナル化の力に合わせて、働き方と

しても、多様で柔軟な企業組織・文化を広げる必要がある。 

 これにより、組織の中に閉じ込められ、固定されている人を解放して、異なる世

界で試合をする機会が与えられるよう、真の意味での流動性を高め、個人が組織に

縛られ過ぎず、自由に個性を発揮しながら、付加価値の高い仕事が出来る、新たな

価値創造社会を実現する必要がある。 

 第４次産業革命が進むと、創造性、感性、デザイン性、企画力といった機械やAI

では代替できない人間の能力が付加価値を生み出すようになる。労働市場の両極化

に対応し、付加価値の高い雇用を拡大するためには、教育制度においても、様々な

発想や異質なアイデアを尊重することで、それぞれの領域で抜きんでた才能を有す

る人材を育成する必要がある。 

 また、第４次産業革命の結果、大学院卒の賃金にプレミアムが発生するようにな

っている。賃金プレミアムが発生している分野は、学部卒を０％として、修士卒・

博士卒のプレミアムをみると、心理学、芸術、コミュニケーション、文学、理科系

では物理学といった基礎的、本質的な分野に発生している（図10）。AIと組み合わ

せたとき、基礎的な部分が問題になることを示している。大学院卒を含め、日本に

おいても、文理を問わず、大学院教育を含めリベラルアーツ教育の強化を進める必

要がある。同時に、企業による大学院卒業生の活用を促進する必要がある。また、

基礎的なデータ・AIのリテラシーの強化を推進する。 

 

 

 

図10．米国における大学院卒の生涯賃金増加(対学部卒） 
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 能力開発・キャリア形成は、労働者一人一人が自らの責任で主体的に取り組むこ

とが重要であるが、企業としても、従業員の学び直しによる能力発揮を支援する必

要がある。同時に、一度社会に出てからも、時代の変化に合わせて、いつでも何度

でも学び直すことができるリカレント教育の環境を引き続き整備する。 

 

②柔軟で多様な働き方の拡大 

終身雇用や年功序列を基盤とした日本型の雇用慣行を社会の変化に応じてモデル

チェンジし、多様な採用や働き方を促す必要がある。 

足元で進む新卒一括採用のあり方の見直しと同時並行的に、中途採用・経験者採

用、あるいはキャリア採用と呼ばれている採用形態の拡大や、評価・報酬制度の見

直しを促していく必要がある。 

そのためには、職を求める学生等がその企業の雇用方針を理解して入社できる環

境が重要であり、現在は選択的開示項目にとどまっている中途採用・経験者採用の

実績開示について、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情報公開を

求め、一層の見える化を図っていく必要がある。 

 

③兼業・副業の拡大 

 副業を希望する者は、近年増加傾向にあるものの、他方、実際に副業がある者の

数は、横ばい傾向である（図11）。 

本業の企業の付加価値の創出・獲得との関係でみても、「医療・福祉」を除いて、

本業とは異なる業種での副業を行う者が多く、本業の企業にとっては、多様な経験

を積む機会となっている（図12）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図11．副業がある者、希望する者の推移 
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また、副業を行うことにより、９割の副業者が本業への意識が高まった、または

変わらないと回答し、さらに、２割の副業者は本業へのモチベーション等が高まっ

ていると回答している状況にある（図13）。 

 実際、思考・分析といった高度人材では、副業をしている人が、そうでない人よ

りも本業での賃金が36％高くなっている（図14）。このことは、企業の境界を低く

し、高度人材の従業員に兼職させることで、本業の価値が高まることを示唆してい

る。 

 また、どの国でも、企業を出て起業を行うことにはリスクが伴うが、このリスク

を逓減させるため、海外では、新たな起業を行うとき、過半は兼業で起こしている

（図15）。 

 

 

   

 

図12．業種別における副業の業種の割合 

図13．副業による本業への影響 
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 兼業・副業の拡大は、所得の増加に加え、スキルや経験の獲得を通じた、本業へ

のフィードバックや、人生100年時代の中で将来的に職業上別の選択肢への移行・

準備も可能とする。労働時間・健康管理についての懸念に対応するため、課題の論

点整理を加速するとともに、兼業・副業について規定したモデル就業規則等の普及

促進や取組事例の展開等により、兼業・副業の定着を図っていく必要がある。さら

に、兼業・副業を通じた起業の促進も図る必要がある。 

 技術の進展により、インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人

で働く新しい就業形態が増加しており、「ギグ・エコノミー」（Gig Economy）と呼

ばれている。特に高齢者の就業機会の拡大に貢献している（図16）。日本でも、全

体の７割弱が40代以上の中高齢層とのデータもあり（図17）、ギグ・エコノミーに

より、高齢者雇用拡大の可能性がある。 

また、会社員よりも個人事業主・フリーランスの方が満足度が高い。特に「達成

感/充実感」、「スキル/知識/経験の向上」では差がついている（図18）。個人が

個人事業主・フリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

図14．副業経験が本業の賃金に与える影響 

（注） グラフは、副業（ボランティア）を始めた従業者の、

副業経験（ボランティア経験）を持たない従業者と比

較した、賃金の増加分を示している。なお、ここでの

「賃金」は、本業の1時間当たり賃金を、「運動タス

ク」は主に運動能力が求められる仕事（製造・建築作

業、運輸・通信事業等）、「コミュニケーションタス

ク」は主に対人能力が求められる仕事（サービス職、

販売職等）、「思考・分析タスク」は主に思考能力・

分析能力が求められる仕事（管理職、専門・技術職、

情報処理技術職等）を表す。 

思考・分析 
タスク 
36％ 

図15．スウェーデンのハイテク産業の起業家の内訳 

（注） スウェーデンではハイテク産業の起

業家のうち、４割が副業で起業して

いる。また、２割は副業の起業後に

本業になった者である。 
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図18．個人事業主・フリーランスと会社員の満足度比較 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図17．日本の「フリーランサー」の年齢構成 

図16．ギグ・エコノミーによる就業割合の推移（1995年-2015年） 
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④多様な働き方の拡大のインフラ整備 

 多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用

者保険の短時間労働者等に対する適用拡大を進める必要がある。 

 

（５）オープン・イノベーションの推進 

①既存企業の役割の重要性 

 付加価値の創出のためのイノベーションを推進するには、ベンチャー企業を育成

し、新規上場させることが近道と考えられてきた。そして、新規上場数の少なさが

我が国の課題と考えられてきた。 

 しかし、我が国の新規上場会社数は近年増加傾向にあり、2016年には、日本の新

規上場数はついにアメリカを上回った（図19）。他方、米国の新規上場会社数が

2014年を境に減少していることにも注意がいる。米国の新規上場数が減少している

理由は、上場よりも既存企業にM&Aで買収してもらった方が、その内部資金を用い

て、懐妊期間の長い技術開発をしやすいからである（図20）。そうなると、イノベ

ーションを興すためには、既存の大会社のビヘイビアも重要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際のところ、日本にしろ、米国にしろ、国の労働生産性の上昇要因を分析する

と、新規上場企業よりも既存企業の要因が大きく、既存の大企業の構造改革に牽引

されていることが分かる（図21、図22）。 

図20．ベンチャー企業のIPO・M＆A件数 図19．市場別新規上場会社数 
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②既存企業の現状 

 日本は他の先進諸国に比較すると企業年齢10年以上の歴史の長い企業が多く（図

23）、このことが、イノベーションの阻害になるとの見解があるが、米国では、社

歴が長いほど利益率が高くなる傾向にある（図24）。 

 これは、既存の大企業が新たな分野を積極的に手がけ、また、革新的なベンチャ

ーを買収することで、成長していることを示している。 

  

 

図21．労働生産性の要因分解（米国） 

図22．労働生産性の要因分解（日本） 
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 また、米国企業は、大規模化と多角化により、利益率が上昇する傾向があるが、

日本企業は、大規模化・多角化が進むほど、利益率が低下する傾向にあり、既存企

業の内部資本市場（Internal Capital Market）の活用効率に差がある可能性がある

（図25）。日本の既存企業は内部の経営資源を新たな分野に投資することで成果を

上げることができる潜在可能性を有していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図25．日米企業の規模・多角化度別の営業利益率（2000-2012年平均） 

図23．企業年齢の分布 

図24．企業年齢と利益率（ROA）の関係 
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ハーバード、スタンフォード、MITなどの経営学者、経済学者が共同で作ってい

る企業データベースを活用した実証研究では、生産性を決定するのは、IT投資金額

よりも経営の質である（図26）。このため、成果に応じた処遇・昇進など、経営の

質の改善を進める必要がある（図27）。 

また、既存企業は内部資金を新規分野やリスクの高い分野に配分し、将来の成長

基盤となる新たな事業やベンチャー企業への投資を飛躍的に進める必要がある。そ

の際、企業本体から独立した「出島」の活用や、成熟事業と新規事業の両方を推進

する「両利き経営」を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③オープン・イノベーションの推進 

日本企業のオープン・イノベーションの実施率は低いが、課題の設定・解決とも

に、大学・公的研究機関とのジョイントは、欧米と遜色ない。 

むしろ、既存企業とスタートアップ企業との協働、あるいは既存企業同士の協働

といった企業間連携が欧米より弱い（図28）。 

第４次産業革命の可能性を最大限引き出すためには、人材・技術・資本の閉鎖的

な自前主義、囲い込み型の組織運営を脱し、開放型、連携型の組織運営に移行する

必要がある。 

図27．日米企業の経営スコア比較 

図28．オープン・イノベーションの実施率とパートナーの比較 

（注） 右図の 横軸の点数は、企業に、オープン・イノベーションに費やした時間と、パートナー別の時間を質問し、

その割合を点数化した上で、回答者の平均値を算定したもの。 

      

起業家・スタートアップ企業 

起業家・スタートアップ企業 

競合企業 

競合企業 

図26．米国の製造業における生産性（TFP）格差 

             の要因 

経営の質 
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近年の米国で、ベンチャー企業の出口がIPOから事業会社への売却へと移行して

きている。これは、第４次産業革命において、ベンチャー企業の有する技術の潜在

可能性について情報ギャップのある株式市場への新規上場より、事業会社による買

収が資金の出し手として重要性を増しているからである。 

我が国では、オープン・イノベーションという場合、大学や公的研究機関との連

携が主流となってきたが、協調すべきは協調し、競争すべきは競争することで新た

な付加価値を共創するCo-Opetitionが重要である。今後は、大企業、中小企業、ベ

ンチャー、大学などが機動的に連携するオープン・シェアード・ビジネス的なアプ

ローチ、つまり、大企業とベンチャー企業の連携や既存企業によるベンチャー企業

の買収、競合既存企業同士の協調を進める必要がある。 

具体的には、事業再編の円滑化やコーポレート・ベンチャー・キャピタルの拡大、

企業間の研究開発の推進などの環境整備を検討する必要がある。 
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第２章 Society5.0の実現 

１．デジタル市場のルール整備 

 
 

世界で流通するデータの量は、近年、急増している。デジタル・プラットフ

ォーム企業は、中小・小規模事業者、ベンチャーや個人の利用者にとって、国

際市場などへのアクセスの可能性を飛躍的に高めている。 

一方で、利用者からは、個別交渉が困難、規約が一方的に変更される、利用

料が高い、といった声も聞かれる。このため、取引慣行の透明性や公正性確保

に向けた、法制、ガイドラインの整備を図る必要がある。 

また、デジタル市場においては、データの独占による競争阻害が生じるおそ

れがあり、これについても同様の対応が求められる。 

 同時に、デジタル市場の競争政策の調整等を行うためには、高い専門的知見

が求められるとともに、加速度的な変化を遂げつつある中で、スピーディな対

応が可能となるよう、縦割り省庁的な発想を脱することが求められる。このた

め、新しい体制の整備を進める。 
 

 

（１）現状 

デジタル・プラットフォーム企業は、簡易なメール（メッセージ）や検索、コン

テンツといったデジタル領域から、実店舗での小売りやIT化した住宅（スマートホ

ーム）、自動運転といったリアルな領域へ事業を拡大している。 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（そ

の発展は、ギグ・エコノミーと呼ばれる）にとって、国際市場を含む市場へのアク

セスの可能性を飛躍的に高める。具体的には、新規顧客の開拓機会の獲得、売上金

の回収コスト軽減、制作・販売ツールの利用が可能、といったメリットを指摘する

声が多い。 

これに対し、デジタル・プラットフォーム企業の問題点としては、個別交渉が困

難、規約等の一方的変更がある、利用料・手数料が高い、検索結果が恣意的・不透

明といった声が多い。また、取引するデジタル・プラットフォーム企業を切り替え

ることが困難とする声が過半に上っている（図29）。また、デジタル・プラットフ

ォーム企業が支配的地位を濫用している事件も頻発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要旨 

図29．デジタル・プラットフォーム企業のメリットと問題点 
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＜デジタル・プラットフォーム企業にかかる事件の例＞ 

■amazon電子書籍事件（2015年6月） 

米amazonが、取引先に対し、他の流通事業者との契約でamazonより有利な条件を提供する際に

は、amazonに対しても最低でも同条件の適用を求める条項（いわゆる最恵国待遇条項）を設け

るなどにより、競争を制限しているとの疑いがあり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 2017年に米amazonが当該条項を使用しないことをEUの競争当局に確約。 

 

■Google Shopping事件（2017年6月） 

米Googleが検索エンジン市場で支配的地位を濫用し、検索結果において自ら提供するショッピ

ングサービスを優先表示させることにより、当該サービスを違法に有利にしているとの疑いが

あり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 米Googleに対し、EU競争法違反により24.2億ユーロ（3,146億円)の制裁金を賦課。 

 

また、デジタル市場においては、企業の売上等の市場シェアが小さくても、デー

タの独占により競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場につい

ての知見が弱いこともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。 

米欧では、データ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に着手している。我が

国も、米欧と連携しつつ、適切なデータ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に

取り組む必要がある。 

 
＜企業結合審査においてデータ価値評価が不十分で問題となった事例＞ 

 

■FacebookによるWhatsApp買収事案(2014年) 

① Facebook(SNS)がWhatsApp(SNS)を190億ドル(2.09兆円)で買収提案。 

② EUは、将来、両社のメッセージアプリ間でユーザデータの統合が行われる可能性について

審査。データ評価を含む将来の市場予測に取り組み、その結果、データ統合は技術的に困

難であるとの同社の申請を受け入れ、買収を容認。 

③ しかし、その後、Facebookは、両アプリのデータ統合を実行。その結果、Facebookの寡占

化が進んだ。結果として、EUは当初の判断を覆し、2017年に1.1億ユーロ(143億円)の制裁

金を決定。 
 

 

（２）対応の方向性 

① 内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織を設置 

国際的データ流通の枠組み構築にあたっては、その前提として、国内におけるデ

ータの収集・保管・管理・流通等について、強固かつ明確な枠組みを構築していく

必要がある。具体的には、データセキュリティに資する研究開発、データ・フォー

マットの共通化・汎用化、データクレンジングの推進、データ流通の際のプライバ

シーやセキュリティの確保、Society5.0におけるサイバーセキュリティ・フレーム

ワークの推進、産業競争力強化の観点から機微技術から一般技術情報までデータの

種類や構造に応じた戦略的管理、データポータビリティやAPI開放などの方針作成、

など課題は省庁横断的に多岐にわたる。 

このため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内

外のデータ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル市場競争本部」(仮称))を

早期に創設する。同組織には、データポータビリティやAPI開放を始めとする上述

のデータ利活用に係る多岐の課題への対応を通じたイノベーション促進のための権

限とともに、グローバルなデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル

市場を俯瞰・評価し、競争・イノベーションを促進する観点から、独禁法等の関係

法令に基づく調査結果等の報告を聴取する権限、デジタル市場に関する基本方針の
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企画・総合調整の権限、各国の競争当局との協力・連携の権限を付与する。 

具体的には、所掌事務として、（a）デジタル市場における競争状況の評価、（b）

様々なプラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護な

どの課題の調査・提言、（c）中小企業・ベンチャーなどを含めたデジタル市場の

活性化に向けた提言、（d）G7、G20等の国際的枠組みにおけるデジタル市場の競争

評価に関するルールづくりへの参画等、とする。 

専門組織は、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家を集め、事務局に

ついては、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を担当する経済産業省、

総務省などの知見のある行政官を広く募る。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、IT総合戦略本部・サイバーセキュリティ戦略

本部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会における戦略的枠組みを構築し

ていく。 

 

②デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のた

めのルール整備 

（企業結合） 

デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの独占により

競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場についての知見が弱い

こともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。このため、データの価値

評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る。その際、

イノベーションを阻害することのないよう留意する。 

 

（取引慣行等の透明性・公正性） 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（ギ

グ・エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に

高める。他方、デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引において、(a)

契約条件やルールの一方的押しつけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、

(c)データへのアクセスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公正性確保の

ための法制及びガイドラインの整備を図る。このため、2020年の通常国会に法案

（「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法」（仮称））の提出を図る。 

一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻害すること

のないよう、当初はcomply or explain（従うか、または、従わない理由を説明する）

といった自主性を尊重したルールを検討する。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商品検索結

果の表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自身の商品・役務提供を

優遇する場合の開示、最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引条件を求める

こと等）を求める際の開示、あるいは苦情処理システムの整備義務といった項目に

ついて検討を行う。 

 

③個人情報保護法の見直し 

 個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等に対し求め

ることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましくない利用の防止措置や国内

外企業への内外無差別の適用策を講じる一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加
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工情報について、より利活用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、2020年の

通常国会に改正法案の提出を図る。 

 

④データの移転・開放の促進等 

金融分野、医療分野、といった具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開

放について具体的制度設計の検討を行う。また、レガシー規制などについて、デジ

タル市場に即したルールの整備を図る。 

 

⑤DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備 

 プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネ

スや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、

国際的に自由なデータ流通の促進を目指す必要がある。そのため、「データ・フリ

ー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活

用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリードしていく。 

 また、データの自由な流通を含む、WTOにおける電子商取引に関するルール交渉

について、可能な限り多くの加盟国とともにハイレベルなルール形成に向け、国際

的な合意形成を進める。 

 

⑥5G整備やG空間社会実現に向けて 

 Society5.0の実現に向けて、2020年度末までに全都道府県で5Gサービスを開始す

るとともに、通信事業者等による5G基地局や光ファイバーなどの情報通信インフラ

の全国的な整備に必要な支援を実施し、2024年度までの5G整備計画を加速する。ま

た、地理空間情報高度活用社会（G空間社会）の実現に向けた取組を進める。 

 

⑦デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化 

 高圧ガス保安法では、IoT、ビックデータ（常時監視データ）の活用等により高

度なプラント保安を行う事業所をスーパー認定事業所と認定し、プラントの連続運

転期間を通常より長く認める他、定期検査を大幅に合理化（１年毎→最大８年）す

るといった、規制の精緻化を実施しており、他分野の安全規制についても同様の規

制の再設計を検討する。   

 また、金融・決済関連法制においても、例えば、割賦販売法において技術やデー

タを活用した与信審査の手法を許容するなど、与信イノベーションを促進すること

で消費者保護の精緻化を図り、他分野においても同様に規制の精緻化の考え方を進

める。 

 

 

２．フィンテック／金融分野 

 
 
 

現在の銀行、サービス提供者といった業態別の法体系が、新規参入者などに

よる柔軟なサービス提供の障害となっている。決済をはじめとする分野で、早

期に規制体系を再編成する。 
 

 

 

要旨 
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（１）現状 

現在の金融法制は、基本的に銀行、送金サービス提供者といった「業態別」の法

体系となっている。 

特に決済の分野は、近年の支払サービスの多様化の中で、業態別の法体系が新規

事業者の参入等柔軟なサービス提供の障害となっているとの指摘がある（図30）。 

また、我が国の銀行以外の送金サービス提供者の取り扱う金額・件数は、第４次

産業革命の進展に伴い、ともに増加傾向にある（図31）。 

 決済分野に限らず、金融取引の代理・媒介等を行う者は、現在、「業態別」の法

律に応じて分類されている（図32）。これらについても、新規事業者の参入の障害

になるおそれがある。 

 

 

資金決済法 割賦販売法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

商品の購入等に 

付随する融資 

登録制 免許制 登録制 登録制 

銀行 送金サービス 
［資金移動業者］ 

預金 
（預金を融資に回すことが

可能） 

融資 

決済 
決済 

 ※1回 100万円以下に限る 

銀行法 

サービス 

法律 

法律の構成 

 交通系 ICカードなど 
［前払式支払手段発行者］ 

決済 
※一旦入金すると換金不可 

決済 

クレジットカード 
［包括信用購入あっせん業者］ 

資金決済法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

図30．現行の金融法制 

左
軸
：
取
扱
金
額
（
単
位
：
百
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円
） 
図31．送金サービス提供者の取扱い実績推移 

右
軸
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） 
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（２）対応の方向性 

現在の業態ごとの金融・商取引関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一の

ルールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。これにより、新

規事業者の参入と様々なサービス間の競争を通じたイノベーション、金融サービス

の質をめぐる競争を促進する。 

 

（決済分野） 

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービスの自由な選

択への弊害となっているとの指摘のある「決済」分野について横断化を図る。これ

により、これまでの銀行送金や従来型の比較的高額なクレジットカード決済ととも

に、①プリペイド（前払い）・ポストペイ（後払い）を組み合わせたシームレスな

支払い（注1）や、②銀行業と現行の資金移動業の間に新たな類型を設け、銀行送金

以外でも幅広い金額の送金（注2）を可能とし、新規事業者の参入と様々なサービス

間の競争を通じた、柔軟で利便性の高いキャッシュレスペイメント手段を実現する。

その際、例えば、割賦販売法の与信審査における性能規定の導入など、フィンテッ

ク企業をはじめとした決済事業者の円滑な事業展開を可能とする仕組みを導入する。

これらについては、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図る。 

 
（注1）プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払い 

：少額・低リスクな決済について、従来型の比較的高額な決済の場合とは異なる制度へと見

直すことにより、プリペイド・ポストペイ等を通じたシームレスな支払いサービスの提供

を円滑化する。 

 

（注2）銀行送金以外の幅広い金額の送金  

図32.金融取引規制全般 
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：100万円までの送金が可能な現行の資金移動業に加え、銀行業と現行の資金移動業の間に新

たな類型を設け、銀行業より簡易な規制の下での100万超の送金を可能とする制度の整備を

図る。 

 

（横断的な法制） 

 「決済」、「資金供与」、「資産運用」、「リスク移転」といった各機能に対応

するサービスについて横断的に提供することを可能とする横断的な金融サービス仲

介法制の実現に向けた検討を進める。これにより、スマートフォン等を活用した、

個々の利用者のニーズに即した利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能

とし、利用者が自らニーズにあった金融サービスの選択をより容易とするとともに、

金融サービスの質をめぐる競争の促進を図る。これについては、本年中を目途に基

本的な考え方を取りまとめる。 

 

 

３．モビリティ 

 
 

地方を中心に、交通手段の自動車依存が高い中で、ドライバーの人手不足が

深刻化している。 

モビリティはSociety5.0の内で重要な柱であり、自家用車を用いて提供する

有償での旅客の運送については、利用者の視点に立ち、現在の制度を利用しや

すくするための見直しが必要である。 

タクシー事業者と連携を図ることは、自治体にとって負担の軽減となり、利

用者にとっても安全・安心なサービスが受けられるため、双方にメリットがあ

る。 

このため、タクシー事業者が委託を受ける、あるいは、実施主体に参画する

場合について、手続きを容易化する法制度の整備を図る。この運送は、地域住

民だけでなく、外国人観光客4,000万人時代も見据え、観光客も対象とする。 

また、タクシー事業については、ITの活用も含めて、相乗りの導入は、利用

者が低廉な料金で移動することを可能とする。 

ドローンについても、目視外での飛行の拡大に向けて取り組む。 
 

 

（１）現状 

地方では、年代問わず、交通手段は自動車依存が高い。また、80歳以上では、自

動車依存率が50％を超えている（図33）。さらに、働く高齢者が増加しているとと

もに、買い物や病院・役所等での用事などを目的として外出する高齢者も多い。 

また、運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効求人倍率は全職業平均の

２倍となっている（図34）。タクシーのドライバー確保の観点からも、交通網の維

持が厳しい状況である。タクシー運転者数については、2005年の381,943人をピー

クに減少傾向となっており、2016年には289,373人であり、ピーク時から24％減と

なっている（図35）。 

地域の移動を担う交通手段の一つである、自家用有償旅客運送（図36）をさらに

実施しやすくするための検討が必要である。他方、専任担当者が不在の市町村は８

割であり（図37）、市町村が、配車や安全管理を行うことは大きなハードルとなっ

要旨 
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図36．地域の移動を担う交通手段 

種類 特徴 

バ
ス 

路線バス 
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・通学、

通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。 

コミュニティバス 
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画し、定

時・定路線で運行するバス。 

デマンドバス 
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行したり、利

用希望のある地点まで送迎したりするバス。 

タ
ク
シ
ー 

タクシー 
子供からお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニーズに応

える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機関。 

乗合タクシー 

地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提供する

乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニーズに応じて多

様な形態で運行。 

自家用有償旅客運送 

必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法人等が、自家用車を用いて提

供する運送サービス。安全・安心を確保するための措置として、①安全確保

（２種免許または１種免許＋講習、運行管理の責任者の選任等）、②利用者保

護（対価掲示）が求められる。 

道路運送法の許可・登録

を要しないもの（互助） 

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け合い

による運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運送に要するガ

ソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼） 

 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図35．タクシー運転者数の推移 
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年
） 
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図33．地方（三大都市圏以外）の自動車依存 図34．自動車運転業務の有効求人倍率の推移 

（年） 
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また、タクシーの相乗りの実施は、利用客が低廉な料金で利用可能であり、同時

に、タクシー事業者には生産性向上につながる。国内でも、2018年に東京都におい

て相乗りタクシーの実証実験を実施した。図38の通り、利用客の７割が再度利用し

たいとの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対応の方向性 

①自家用有償旅客運送 

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設） 

市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図

ることは、地域の暮らしの足の確保のために意義がある。 

地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、

利用客にとっても安全・安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリ

ットがある。 

このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有

償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実

施主体に参画する場合の法制を整備する。この場合、事業者が参画する前提のため、

地域における合意形成手続きを容易化する。これにより、安全・安心な輸送サービ

スの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、

2020年の通常国会に提出を図る。 

 

図38.「相乗りタクシー」が本格的に導入された場合、 

また利用したいと思うか 

図37．人口区分別の地域公共交通専任担当者数の割合 
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（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化） 

インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重要な観点であ

る。自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対応することが必要である。こ

のため、バス、タクシーと同様、観光客にも対応するため、地域住民だけでなく来

訪者も対象とすることを法律において明確化する。 

 

（交通空白地の明確化） 

現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地

方公共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。

生活実態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を

調査・分析し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

 

（広域的な取組の促進） 

地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町

村が単独又は複数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置づけた場合は、手続

きを簡素化する。 

 

②タクシーの相乗り導入 

過疎化が進む地域において、大型バスの運行に対して補助金を支払うことは非効

率であり、交通需要にフィットした移動サービスの最適化が必要である。 

また、IT化が進展した時代において、アプリをつかった乗客のマッチングやリア

ルタイムの配車依頼に応じた最適なルート選定、キャッシュレスといったサービス

の導入を進め、ビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを図るべきで

ある。 

タクシーの相乗りの導入は、利用客にとっては低廉な料金で利用可能であり、同

時に、タクシー事業者にとっては生産性向上につながる。限られた交通機関で可能

な限り多くの人が低廉に移動することを可能とするため、タクシーの相乗りについ

て、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上

の通達等の整備を本年度中に図る1。 

 

③Mobility As A Service （MaaS）の実現 

 複数の交通手段や行先での宿泊・サービスの予約などをスマートフォンで一括し

て手配し、キャッシュレスで、無駄な待ち時間なく、スムーズに移動できる便利な

サービス（いわゆるMaaS：Mobility as a Service）が世界的な流れとなっている。

我が国においても、住民のみならず、観光客の潜在需要を掘り起こし、地域交通の

再生に貢献することが期待されている。 

 こうしたサービスを、地域の様々な事業者・自治体が展開しようとする取組を支

援し、様々な好事例を創り出していく。 

 

（３）ドローンの有人地帯での目視外飛行 

①現状 

                            
1  アプリによりマッチング、乗車距離（オンデマンドなルート選定）に応じた割り勘料金（事前確定）とキャ

ッシュレスにより、利用しやすい環境を整備する。 
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ドローンについては、無人地帯での目視外飛行が可能になり、荷物配送を実施す

る事業者も登場したが、地方の配達困難地域での配送、農作物の生育状況の把握、

老朽化するインフラの点検、高齢化が進む市街地の広域巡回警備などを可能とする

ためには、有人地帯での目視外飛行を可能とする必要がある。 

 有人地帯におけるドローンの活用例としては、（a）陸上輸送が困難な地域での

生活物品や医薬品などの配送、（b）散在する農地の作物の生育や害虫・病害の発

生を空からまとめて広域的に確認、（c）人の手で確認しにくい街中の橋、建物や

道を広域的に点検、（d）高齢化が進む地方の市街地などでの広域巡回警備、など

が想定される。 

 

②対応の方向性 

飛行禁止区域を除き、飛行ルートの安全性確保を前提として、有人地帯での目視

外飛行の目標時期を2022年度目途とし、それに向けて、本年度中に制度設計の基本

方針を決定するなど、具体的な工程を示す。 

 

 

４．コーポレート・ガバナンス 

 

 

安倍政権において、コーポレート・ガバナンス改革を進め、東証一部の上場

企業の91％が２名以上の独立社外取締役を選任するなどコーポレート・ガバナ

ンス改革の成果が着実に進展するに至り、国際的にも投資家から高く評価され

ている。 

他方、日本企業の競争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、グロ

ーバルスタンダードに沿って、コーポレート・ガバナンスの更なる強化が求め

られている。特に、支配的な親会社が存在する上場子会社のガバナンスについ

ては、投資家から見て、手つかずのまま残されているとの批判があり、日本市

場の信頼性が損なわれる恐れがある。 

このため、新たに指針を策定し、親会社に説明責任を求めるとともに、子会

社側には、支配株主から独立性がある社外取締役の比率を高めるといった対応

を促す。また、東証の基準等についても見直しを図る。 

 

 

（１）現状 

上場企業のうち支配株主2を有する会社（上場子会社）は628社（上場企業の17.2%）

存在する。このうち、親子上場企業は311社（上場企業の8.5%）である。日本の親

子上場企業数とその市場に占める割合は、欧米各国と比較してかなり高い。 

本来、上場子会社のガバナンス体制は、支配株主（親会社）から独立して上場子

会社の一般株主を保護し、独立した意思決定を確保するため、上場企業一般より充

実している必要がある。にもかかわらず、上場子会社における独立社外取締役と独

立社外監査役の人数は、むしろ、上場企業一般に劣後している現状にある（図39）。 

                            
2   現行の東証の上場規程においては、「支配株主」とは、①議決権50%超又は②40%以上＋取締役過半数派遣

あるいは重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約書が存在すること、その他財務及び事業の方針の

決定を支配していることが推測される事実が存在すること、とされている。 

要旨 
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（２）対応の方向性 

 上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業ポートフォ

リオの再編のための上場子会社の意義について説明責任を果たすとともに、上場子

会社側については、適切なガバナンスの在り方を特段に明確にし、実務への浸透を

図る。 

 

① 実務指針 

 上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グループ・ガバナ

ンス・システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

 

（上場子会社側の対応） 

 具体的には、上場子会社の一般株主保護及び独立した意思決定の確保のために

は、独立社外取締役の役割が特に重要であること。 

 上場子会社におけるガバナンスの実効性を確保するためには、支配株主からの

独立性が重要であることから、独立社外取締役の独立性判断基準については、

少なくとも支配株主出身者（10年以内に支配株主に所属していた者）に該当す

るものは選任しないこと。 

 上場子会社の取締役会の独立社外取締役比率を高める（３分の１以上や過半数）

ことを目指すこと。 

 利益相反取引が発生する具体的な局面においては、例えば、独立社外取締役

（又は独立社外監査役）のみ又は過半数を占める委員会において、一般株主の

利益保護の観点から審議・検討することとし、かつ、取締役会においても、そ

の審議結果が尊重される仕組みをつくること。 

 上場子会社において、一般株主の利益を確保するためにどのようなガバナンス

体制を構築しているかについて、投資家等に対して情報開示を行うこと。 

 

（親会社側の対応） 

 親会社は、グループとしての企業価値の最大化の観点から上場子会社として維

持することの合理的理由を示すとともに、支配株主として上場子会社の取締役

の選解任権限について上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保できるよう

行使し、その適切性について、情報開示を通じて、投資家等に対して説明責任

を果たすこと。 

図39．上場子会社と上場企業一般における独立社外取締役・監査役の人数の比較 

（※）ここでいう上場子会社は、親子上場企業を指す。 
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②東京証券取引所の対応等 

 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を高めるため、

同指針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基準の見直し等、上場子会社等

の支配株主からの独立性を高めるための更なる措置等を講じる。 

 

 

５．スマート公共サービス 

（１）マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築 

 Society5.0 社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、マイナ

ンバーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービスと民間サービスの

共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目指すこととし、マイナンバーカード

の本人確認機能を活用したクラウドサービスを発展的に利活用する。 

 具体的には、厳格な本人確認を行った利用者IDを格納するマイキープラットフォ

ームと自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。民間の活力を最大限活用

し、住民が自治体ポイントをクレジットカード等で購入できるようにするほか、将

来的には、民間の各種ポイントとの交換も検討する。こうした取組により、例え

ば、地域における移動支援や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使

うことを可能とするとともに、地域商店街の活性化にも資する政策展開を図る。 

 併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付をポイント

で行うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討を進め、真に必要な国民

に対して、きめ細かい対応を可能にするとともに、不正受給の防止、事務コストの

削減など、効果的な政策遂行にもつなげることを目指す。 

 消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカードを活用した

自治体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視点に立ち、対策実施後の

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムとしての基盤を目指し、官

民でのタスクフォースを立ち上げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方に

ついて検討を行う。 

 

（２）個人・法人による手続の自動化 

予防接種や児童手当等、妊娠から就学前までの子育て関連手続きをボタン一つで

申請できるサービスにつき、来年度から一部の地方公共団体において開始し、2023

年度からの全国展開を目指す。併せて、年末調整手続に関して、来年度から、マイ

ナポータルを活用したデータ連携により、必要書類の一括取得、各種申告書への入

力・添付の自動化を開始する。 

 

 

６．次世代インフラ 

（１）インフラ維持管理業務の高度化・効率化 

点検・維持補修等のデータを一元管理して地方公共団体のインフラ維持管理業務

を高度化・効率化するICTデータベースの全国導入を加速する。併せて、橋梁点検

等の現場でドローン等の新技術の実装を加速する。これらの取組に併せて、５年間

に限定して、地方公共団体が行う取組に、地方財政措置を講じる。加えて、BIM

（Building Information Modeling）を、国・地方公共団体が発注する建築工事で率

先して利用し、民間工事へ横展開させる。 
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（２）PPP/PFI手法の導入加速 

内閣府は、国内での取組が具体化しつつある医療・健康、介護、再犯防止の３分

野を成果連動型民間委託契約方式の普及を進める重点分野として、2022年度までの

具体的なアクションプランを本年度中に策定する。関係府省は、アクションプラン

に基づき重点３分野で成果連動型民間委託契約方式の普及を促進する。その成果は

さらに重点３分野以外へ横展開させる。 

 

 

７．脱炭素社会の実現を目指して 

（１）パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進 

環境問題への対応に積極的な企業に世界中から資金が集まり、次なる成長と更な

る対策が可能となる環境と成長の好循環とも呼ぶべき変化が世界規模で進んでいる。

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年六月〇日地球温暖化対策

本部決定or閣議決定）」に基づき、最終到達点としての脱炭素社会を掲げ、それを

野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、2050年ま

での温室効果ガス80％削減に大胆に取り組み、世界全体の取組と非連続なイノベー

ションが不可欠であることを踏まえてビジネス主導の環境と成長の好循環を実現し

ていくため、以下の取組を行う。 

 

① 野心的な目標を掲げ、官民を挙げてエネルギー・環境分野の革新的なイノベー

ションを加速化するべく、本年中に、革新的環境イノベーション戦略を策定す

る。戦略には、水素製造コストを2050年までに現在の10分の１以下に抑えるこ

とや、人工光合成など二酸化炭素の有効利用を図るCCU技術の商用化に向けた

具体的なロードマップ等を盛り込む。 

 

② さらに本年秋には20か国のトップ研究機関のリーダーを日本に招いた国際会合

RD20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）を行

う。本会合は継続的な開催を目指し、革新的なイノベーションに向けた国際協

力を日本がリードする。 

 

③ 世界で膨らむESG資金をイノベーションに繋げるべく、従来型の規制でなく情

報開示・見える化を進めることでグリーンファイナンスを活性化する。具体的

には、事業会社と金融機関等の対話の場として本年５月に立ち上げたTCFD

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）コンソーシアム

において、昨年末に策定した政府初の事業会社向けのTCFDガイダンスを改訂す

るとともに、金融機関向けにグリーン投資に関するガイダンスを策定する。ま

た、本年秋に、世界の先進的な事業会社、金融機関等が一堂に会するTCFDサミ

ットを開催する。これらを通じて、企業等の経営戦略へのSDGsの組込みを推進

するとともに、SDGs経営に先進的に取り組む企業の視座やメッセージをまとめ

た指針を策定して国内外に発信していく。 

 

④ ビジネス環境整備と市場の創出を通じてイノベーションの成果を世界に普及さ

せるべく、日本が主導して、ASEANにおいて各国が官民で協働していく枠組の

立ち上げを目指す。 
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（２）再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現 

 再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、最大限の導入に全力をあげていく。

その際、国民負担を抑制しつつ、最大限の導入を進めるため、コスト低減を進める

とともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施する。 

 このため、脱炭素化の実現に向け、地域間連系線の増強を含め、再生可能エネル

ギーの導入を後押しするような形での電力ネットワークの強靭化や、必要な供給

力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える。また、再生可

能エネルギー拡大のボトルネックとなっている調整力を補う意味で、蓄電池、水素

など蓄エネ技術の高性能化、低コスト化を図るとともに、デジタル技術を活用した

高度なエネルギーマネジメントを普及させ、電力ネットワークの次世代化も進めて

いく。 

 原子力については、いかなる事情よりも安全性を最優先し、原子力規制委員会に

よって世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、立地自

治体等関係者の理解と協力を得つつ、原発の再稼働を進める。更なる安全性の向上

や円滑な廃炉に対応するための技術・人材の維持に向けた取組を進める。 

 2018年に創設された非化石価値取引市場についても、FIT終了後を見据えて、育

成・活性化し、市場メカニズムを活用した非化石エネルギーの拡大につなげていく。

欧州でも急速なコストダウンが進む洋上風力発電については、その導入拡大に資す

る海域利用のルールの適用を図る。地熱発電などの低廉かつ安定的な電源や、バイ

オマスなど地域ごとの特色のある再生可能エネルギーを、地域と共生する形で導入

を進め、競争力のある再生可能エネルギーを地産地消することなど分散型地域エネ

ルギーシステムの社会実装を通じて、地域の活性化やレジリエンス強化につなげて

いく。  
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第３章 全世代型社会保障への改革 

 
 

全世代型社会保障への改革は安倍内閣の最大のチャレンジである。 

第一に、65 歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70 歳までの就業機

会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する。 

 中途採用・経験者採用拡大及び新卒一括採用見直しを進め、併せて、企業に

よる評価・報酬制度の見直しを図る。加えて、政府としては、大企業に対し、

中途採用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

 第二に、病気予防や介護予防についての、保険者のインセンティブ強化であ

る。これまで公的保険は、病気になった方に対する治療費、要介護になった方

への介護サービス費を中心に、支出を行ってきた。他方、人生100年時代を迎え

て、病気予防や介護予防の役割が増加しており、予防には、健康寿命の延伸、

個人のQOLの向上、高齢者の活躍促進といった、多面的な意義がある。 

このため、個人の努力に加えて、地方公共団体や健康保険組合といった保険

者の予防への取組が重要である。具体的には、病気の予防について、国民健康

保険における「保険者努力支援制度」の抜本的強化と配分のメリハリの強化な

どである。この際、民間サービスの活用も大切である。これにより、健診等の

受診率の向上や生活習慣病の重症化予防を図る。介護の予防については、「介

護インセンティブ交付金」の抜本的強化などを図る。高齢者の通いの場の整備

や高齢者の就労促進を図る。 

 

１．70歳までの就業機会確保 

（１）現状 

2050年に日本の人口は約１億人まで減少する見込みである。他方、高齢者の体

力・運動能力は、この10年強で５歳若返っている（図40）。また、歩行速度につい

ては、10年で10歳若返っている（図41）。このため、健康状態だけで見ると、高齢

者の就業率は、現在より大幅に高い水準になる余地があるとの分析がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような中、60歳以上の方で、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は

８割にのぼる。他方、高齢者の希望する就労形態は、男性でも４割弱、女性は７割

がパートタイムを希望している（図42）など、多様な働き方のニーズが存在してい

る。なお、60～64歳は、就業率と就労の意向のそれぞれの指標を確認するとほぼ差

がないが、65歳以上は著しい差がある（図43）。 

要旨 

図40．高齢者の体力・運動能力の推移 

（
年
度
） 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998  

図41. 高齢者の通常歩行速度の変化 
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（２）対応の方向性 

①70歳までの就業機会確保 

（多様な選択肢の許容） 

人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよ

う、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。 

高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、70歳までの就業機会の確保を図り

つつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる

選択肢を広げる必要がある。 

このため、65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度

上許容し、当該企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話

し合う仕組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談

し、選択ができるような仕組みを検討する。 

法制度上許容する選択肢のイメージは、 

（a） 定年廃止 

（b） 70歳までの定年延長 

（c） 継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継

続雇用を含む） 

（d） 他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現 

（e） 個人とのフリーランス契約への資金提供 

（f） 個人の起業支援 

（g） 個人の社会貢献活動参加への資金提供 

 が想定しうる。 

企業は（a）から（g）の中から当該企業で採用するものを労使で話し合う。それ

ぞれの選択肢についての企業の関与の具体的な在り方について、今後検討する。 

（注） 「あなたは、60歳以降も収入を伴う仕事をする場合、どのような形態での就労を希望しますか。」に対する回答 

 

図42．高齢者（60～64歳）希望する就労形態 

図43．60歳以降の就業率と就労の意向 
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（第一段階の法制整備） 

 70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に

分けて、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切である。 

 第一段階の法制については、法制度上、上記の（a）～（g）といった選択肢を明

示した上で、70歳までの就業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認め

る場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、

計画策定については履行確保を求める。 

 

（第二段階の法制整備） 

 第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表

による担保（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立

法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した場合につ

いて、適用除外規定を設けることについて検討する。 

 

（提出時期及び留意点） 

 混乱が生じないよう、65歳（現在63歳。2025年に施行完了予定）までの現行法制

度は、改正を検討しないこととする。 

 手続き的には、労働政策審議会における審議を経て、2020年の通常国会において、

第一段階の法案提出を図る。 

  

（年金制度との関係） 

 70歳までの就業機会の確保に伴い、年金支給開始年齢の引上げは行わない。他方、

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲（現在は70歳まで選択可）は拡大する。 

加えて、在職老齢年金制度について、社会保障審議会での議論を経て、制度の見直

しを行う。 

このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がな

い仕組みへと転換する。 

 

（諸環境の整備） 

 高齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報

酬体系構築の支援、地方公共団体を中心とした就労促進の取組、キャリア形成支

援・リカレント教育の推進、高齢者の安全・健康の確保など、高齢者が能力を発揮

し、安心して活躍するための環境を整備する。 

 また、女性会員の拡充を含めたシルバー人材センターの機能強化など、中高年齢

層の女性の就労支援を進める。 

 

 

２．中途採用・経験者採用の促進 

（１）現状 

従業員規模が大きい5,000人以上の企業では新卒採用比率が高く、春期一括採用

を基軸とした採用を実施しており、中途採用・経験者採用比率は低い状況にある

（図44）。 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に発揮できる

よう、雇用制度改革を進めることが必要である。特に大企業に伝統的に残る新卒一

括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通年採用による中途採用・経験者

採用の拡大を図る必要がある。 

このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直しに取り組む 

必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情

報公開を求めるといった対応を図る。 

 

 

３．疾病・介護の予防 

（１）現状 

国民の感じる「悩みや不安」については、半数以上が「自分の健康」としており、

「老後の生活設計」の不安に比して、近年、その割合が上昇している。 

医科診療費は合計で30兆1,853億円となっており、その３分の１以上が生活習慣

病関連である（図45）が、この中には予防で防げるものも含まれている。 

他方、公的医療保険における予防事業（「保健事業費」）の割合は、市町村国保

で0.8％（0.1兆円）であり（図46）、介護保険における予防事業（「介護予防・生

活支援サービス事業費」等）は、全体の1.1％（0.1兆円）である（図47）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図44．新卒・中途採用の比率 

 社数 新卒採用比率（2018年卒） 中途採用比率（2017年度） 
全体 4,055 34.7% 65.3% 

規
模
別 

5~299人 2,084 23.3% 76.7% 
300~999人 1,071 58.5% 41.5% 

1,000~4,999人 710 59.6% 40.4% 
5,000人以上 190 62.6% 37.4% 

 

図45．医科診療費の内訳 
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（糖尿病の重症化予防、特定保健指導） 

糖尿病患者の年間医療費は、重症化が進むにしたがって急増しており、早期介入

を通じた重症化予防が効果的である。広島県呉市においては、地元のベンチャー企

業がレセプトデータ等から国民健康保険加入者の健康状態を推定し、糖尿病性腎症

の重症化リスクの高い患者に対し、保健指導の介入を実施している。これにより、

６年間で新規透析導入患者を６割減少させることに成功している。 

地域別に比較すると、糖尿病性腎症の重症化予防に関する市町村国保の取組状況

には差がある（図48）。 

また、保険者の特定保健指導3の実施率は改善傾向にあるが、依然として目標を下

回る（図49）。 

 

                            
3 40歳～74歳を対象とする特定健診を受診し、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に、保健師等が

生活習慣の改善を支援する制度。 

（注）2017年度決算 

図46．公的医療保険における予防事業 

             （市町村国保） 

 

図47．介護保険における予防事業 

（注）2016年度決算 

（注） 1716市町村の実績。 

  都道府県別に取組比率の高い順に第一（12都道府県）、第二

（12都道府県）、第三（12都道府県）、第四（11都道府県）。

最上位は100％、最下位は21.1％。 

 

図48．糖尿病の重症化予防に取り組んでいる保険者

 の割合 

（注） 市町村国保は、自営業者、農林水産業の従事者、無職者、

退職者など、その他の保険制度に属さない人が加入する公

的医療保険。 

 協会けんぽは、主に中小企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

 企業健保組合は、主に大企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

図49．保険者による特定保健指導の実施率 
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（ヘルスケア・ポイントの付与） 

個人の行動変容を促す、保険者による個人の加入者向けのヘルスケア・ポイント

（注）の付与等の実施は半分程度にとどまる。これについて、ベストプラクティス

の横展開に意義がある。 

 
（注） ヘルスケア・ポイント事業とは、保険者が加入者に対して、健診受診、歩行、運動、健康イ

 ベントへの参加等の健康増進活動を行った場合にポイントを付与し、当該ポイントを電子マ

 ネーや地域商品券などに交換することを認める予防健康事業である。 

 

（歯科健診、がん検診） 

重症の歯周病を放置すると、糖尿病が発症する可能性があるとの指摘がある。歯

科健診を受診する割合は増加傾向であるが、依然として半分にとどまっている。 

がん検診についても、受診率は増加傾向だが、依然として４割～５割程度にとど

まっている。歯科健診、がん検診の双方について、受診率を高めることが必要であ

る。 

 

（介護予防） 

 介護予防については、サロン（通いの場）に参加した高齢者は、①要介護認定率

が半減、②認知症発症リスクが３割減との調査結果がある（図50）。また、三重県

では、介護現場において高齢者を介護助手として採用し、周辺業務を担ってもらう

取組を推進している。介護予防の観点から、ベストプラクティスの横展開に意義が

ある。 
 

 

（注）三重県における高齢者の介護助手としての採用例 
 

 介護予防の観点から、全国で初めて高齢者を介護助手として採用。 

 介護助手の業務も難易度別に３つの等級を設け、経験や資格、職場研修等を通じてステップ

アップできる仕組みとなっている。 

 採用効果として、①高齢者の社会参加による介護予防、②介護職員の残業時間削減、③介護

助手1人で、介護職員1人が平均190分/日、直接介護に関わる時間が増加、④認知症利用者の

個別対応が可能になった、等が挙げられている 
 

 

図50．サロン（通いの場）参加による介護・認知症予防の効果 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代の安心の基盤は「健康」である。医療・介護については、全世代

型社会保障の構築に向けた改革を進めていくことが必要である。 

予防・健康づくりには、①個人の健康を改善することで、個人のQOLを向上し、

将来不安を解消する、②健康寿命を延ばし、健康に働く方を増やすことで、社会保

障の「担い手」を増やす、③高齢者が重要な地域社会の基盤を支え、健康格差の拡

大を防止する、といった多面的な意義が存在している。これらに加え、生活習慣の

改善・早期予防や介護・認知症の予防を通じて、生活習慣病関連の医療需要や伸び

ゆく介護需要への効果が得られることも期待される。こうしたことにより、社会保

障制度の持続可能性にもつながり得るという側面もある。 

予防・健康づくりは、健康に無関心な層を含め、全ての世代や地域の住民を対象

に進めることが必要であり、このためには、個人の努力に加えて、個人を支える企

業、保険者、地方公共団体等の役割が重要である。近年、働き方の多様化や、単身

世帯の増加等による家族構成の変化が進んでおり、特に、地域や職域における保険

者の予防健康事業が重要である。 

予防・健康づくりは、①病気や要介護になることを防ぐ１次予防・健康増進、②

病気になった後の早期治療や重症化予防等の２次予防といった段階があり、その特

性や効果に応じた取組を促進する。 

 

①疾病予防の促進について 

疾病予防は、地域や職域の保険者の役割が重要であり、保険者の予防・健康イン

センティブの強化を図る。 

 

（保険者努力支援制度（国民健康保険）） 

保険者努力支援制度は、保険者（都道府県と市町村）の予防・健康づくり等への

取組状況について評価を加え、保険者に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体のモデルの横展開を進めるために保険者の予防・健康インセンティブ

を高めることが必要であり、公的保険制度における疾病予防の位置づけを高めるた

め、保険者努力支援制度の抜本的な強化を図る。同時に、疾病予防に資する取組を

評価し、（a）生活習慣病の重症化予防や個人へのインセンティブ付与、歯科健診

やがん検診等の受診率の向上等については、配点割合を高める、（b）予防・健康

づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービス等の導入を促進する、

といった形で配分基準のメリハリを強化する。 

 

（後期高齢者支援金の加減算制度（企業健保組合）） 

後期高齢者支援金の加減算制度は、企業健保組合など現役世代の医療保険が後期

高齢者医療制度に対して負担・拠出する後期高齢者支援金について、当該企業健保

組合の予防・健康づくり等への取組状況について評価を加え、加算（ペナルティ）

又は減算（インセンティブ）を行う仕組みである。 

後期高齢者支援金の加減算の幅を2017年度の0.23％から2020年度に両側に最大

10％まで引き上げることで、保険者（企業健保組合）の予防・健康インセンティブ

を強化する。 
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②介護予防の促進について 

介護予防も、保険者（市町村）や当該地域の都道府県の役割が重要であり、保険

者と都道府県の予防・健康インセンティブの強化を図る。 

 

（介護インセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金）） 

介護インセンティブ交付金は、保険者や都道府県の介護予防等への取組状況につ

いて評価を加え、保険者や都道府県に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体の介護予防モデルの横展開を進めるために保険者と都道府県のインセ

ンティブを高めることが必要であり、公的保険制度における介護予防の位置づけを

高めるため、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る。同時に、介護予防

等に資する取組を評価し、（a）介護予防について、運動など高齢者の心身の活性

化につながる民間サービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡

大・充実、ポイントの活用といった点について、（b）高齢者就労・活躍促進につ

いて、 高齢者の介護助手への参加人数、ボランティアや介護助手へのポイント付与

といった点について、交付金の配分基準のメリハリを強化する。 

 

③エビデンスに基づく政策の促進 

 上記①や②の改革を進め、疾病・介護予防に資する取組を促進するにあたっては、

エビデンスに基づく評価を取組に反映していくことが重要である。このため、デー

タ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を確認するため、エビデンスを

確認・蓄積するための実証事業を行う。 

 その際、統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・実証手法

等の基本的な方向性を定めるとともに、その結果を踏まえ、保険者等に対して適切

な予防健康事業の実施を促進する。 

 

④ナッジ理論の活用による個人の行動変容促進 

 健診等の結果や案内の通知が個人の行動変容につながり、受診率向上が図られる

よう、ナッジ理論も活用しつつ、健診データを分かりやすく本人へ提供するため、

全体・平均値との比較や将来予測等の情報の充実を図る。 

 

⑤民間予防・健康サービスの促進について 

総合的な社会保障改革を進める中で、予防健康事業においてウェアラブル機器や

データ等を活用した優れた民間サービスの活用を進め、（a）個人の健康改善、

（ｂ）担い手の増加、（c）成長産業の育成、等に伴う経済社会の活性化を同時に

実現する３方良しの明るい改革を進める。 

 

（企業の健康経営・健康投資の促進） 

企業健保組合の予防・健康づくりの取組を見える化する健康スコアリングレポー

トにより、企業健保組合と企業との協力を促進する。企業の健康投資額の見える化

により、企業の健康経営が資本市場から適切に評価されるようにする。 

 

（ヘルスケアサービスの品質向上） 

ヘルスケアサービスの品質向上に向けたガイドラインを策定する。また、ヘルス

ケアデータの標準化を進める。  
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第４章 人口減少下での地方施策の強化 

１．地域のインフラ維持と競争政策 

 
 

 地域銀行及び乗合バス等の事業者は、地域における基盤的サービスを提供

し、破綻すれば地域に甚大な影響を与える可能性が高い「地域基盤企業」とも

言える存在であり、その維持は国民的課題である。 

他方、これら２分野の事業者は、現在、少子化、人口減少の中で、地域にお

いて、その経営が急速に悪化しており、インフラ機能維持のため、その経営力

強化が喫緊の課題である中、その選択肢として、経営統合や共同経営の実施が

見込まれる。 

 このため、こうした地域基盤企業に限定して、経営統合等に関して、特例的

な措置を講ずることにより、地域社会のコミュニティの維持を図るべきであ

る。その際、経営統合等から生じる消費者・利用者への弊害を防止し、経営統

合等の果実を地域のインフラ維持や経済発展に活用するなどにより、独占禁止

法の究極的な目的である「一般消費者の利益」の確保を達成することが不可欠

であり、公正取引委員会及び主務官庁のいずれの知見も最大限生かされるよ

う、両者の緊密な連携を前提とするものとする。 

 第一に、乗合バスは地域の足であり、高齢者の住民のためにも、その維持が

必要である。地方の不安な現状を訴える声は多い。乗合バス等の事業者につい

て、共同経営等を認め、街の中心部における頻度の高い便数の適正化を図れれ

ば、その収入を調整することにより、低需要の路線を維持することが可能とな

る。これは、地域住民の利便性向上につながる。地域において、関係者による

協議会を設置することを前提にした、新たなスキームを実現する。 

 第二に、地域銀行は、それぞれの地域において、７割から８割の企業のメイ

ンバンクとして、地域経済を支えている。業績が悪化すれば、貸出金が減少す

るなど、悪影響が預金者や借り手に及び、地域における円滑な金融仲介に支障

を及ぼすおそれがある。早期に地域銀行の事業の改善を図るため、経営統合に

より生じる余力に応じて、地方におけるサービス維持への取組を行うことを前

提に、シェアが高くなっても特例的に経営統合が認められるようにする。 

これらの目的のため、特例法を設けることとする。 

 

（１）現状 

①乗合バス 

公共交通が減少し、自家用車依存の生活を強いられることへの不安が特に地方で

顕著になっている（図51）。また、高齢者の免許返納が進む中で、乗合バスを維持

する必要性は増加している。特に、地方部においては、年齢が高くなるにつれて、

乗合バスを利用する比率が顕著に上昇している（図52）。 

他方、乗合バス（一般乗合旅客自動車運送事業）の事業者の３分の２が赤字とな

っているが、特に、地方における一般乗合バス事業者の収支の悪化が顕著になって

いる（図53）。 

要旨 
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図54．地域銀行のメインバンクとしての役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域銀行 

地方銀行・第二地方銀行は、特に地方においては、７割から８割の企業のメイン

バンクとして、地域経済を支えている（図54）。しかし、地域銀行（地方銀行、第

二地方銀行、埼玉りそな銀行）の貸出利鞘（貸出金利回りー資金調達利回り）は低

下し続けており（図55）、経営が悪化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図51．現居住地の将来的な不安（居住地別） 

図53．乗合バス事業者の収支状況（2017年度） 図52．地方部の移動手段における鉄道・乗合バス 

   の利用割合 （％） 
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他方、銀行はシステム費用等の多額の固定費が発生するため、規模の経済性（ス

ケールメリット）が働きやすい。すなわち、貸出の規模が２倍になっても、システ

ム費用が２倍かかる訳ではない（図56）。このため、経営統合による経費削減余地

が大きく、経営統合は、銀行の持続可能性にプラスの効果があると推測される。 

 

（２）対応の方向性 

①乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス事業者と競合

する地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行われている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行について便数の

適正化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を行い、低需要地区の路線を

維持することが出来れば、広範囲の住民全体の利便性が確保され、ひいては競争政

策の最終目的である一般消費者の利益確保が図られる。 

乗合バス等については、従来より、地域公共交通活性化再生法に基づき協議会が

設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が行われてきた。しかしながら、

同協議会の下であっても、具体的な運賃・料金、運行回数、路線等を事業者間で協

議することは独占禁止法に抵触するおそれがあるとされ、計画の策定・実施に障害

があるとの指摘もあった。このため、こうした協議会等の枠組みに基づく、乗合バ

ス事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止法の適用除外

を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必要がある。具体的には、

（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路線、運行間隔、運賃等について共同

経営等を認めることにより、その収入をプールすることで低需要の山間部等の路線

を維持すること、（b）このため、低需要地区の路線のサービス維持を共同経営等

の認可の条件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し等

を可能とすること、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの予見可能性が

確保されていること、が必要である。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な運行サービス

提供がネットワークとして確保されることが可能となる地域を対象とした地域公共

交通活性化再生法に基づく協議会が設置されることを前提にする。 

図55．地域銀行の貸出利鞘の減少 

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

図56. 地域銀行の営業経費と貸出残高 
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その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、確保すべき

サービス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域のみならず、そ

れにより運行が確保される山間部等の不採算路線を含んだネットワーク全体の区域

とし、共同経営等の認可要件としては、周辺部の不採算路線を含むネットワーク域

内全体でみて、事業収支が赤字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サー

ビス提供が困難になると予測される場合などとする。 

 

②地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会においても、

そのサービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するなど、悪影響が

広範な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金融においては、金融機関が

債務者との信頼関係を構築し、これを基礎に与信判断や経営支援を行っているため、

十分な金融仲介機能が発揮できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、この状態が継

続すれば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及ぼすおそれがある場合に限

定して、早期の業務改善のために、マーケットシェアが高くなっても、特例的に経

営統合が認められるようにする。 

すなわち、 

（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づく独占禁

止法適用除外の申請を行う。申請があった場合、金融庁は、特例法の以下の要

件に該当するかについて確認し、その要件該当性について公正取引委員会に協

議を行う（申請が行われない場合は、通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主に公正取

引委員会が審査を行い、いずれの要件も満たされる場合には、適用除外の認可

を行う。 

ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・手数料事業に

対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあり、その結果、地銀が将来

にわたって当該地域における当該事業の提供を持続的に行うことが困難とな

るおそれのある地域であること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業のネットワーク

を持続するための経費等をまかなえないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 

ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込まれること。 

ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益に資すること。 

（c） 金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に協議を行

 い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正取引委員会の意見を尊重する。 

（d） 認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認められる

 ときは、金融庁は地銀に対して是正を命じる。また、公正取引委員会は、金

 融庁に対して措置を講ずることを求めることができる。 

 

③特例法の対象範囲の限定 

特例法の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供を担っており、
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経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ主務官

庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視・監督できる分野に限定するこ

とが必要であり、当面、上記２分野に限定する。本施策については、10年間の時限

措置とする。 

また、2020年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

 

④その他 

金融分野については、利用者の利便や地域経済の維持・発展を図る観点から、新

たなテクノロジーを活用した異業種を含む新規参入を促進するための規制改革等の

他の政策手段についても併せて検討する。 

 今後、県域を越えた地域金融の金融行政の在り方については、将来的に、独占禁

止法との関係も含めて、検討を行うこととする。 

 

 

２．地方への人材供給 

 日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオールジャパン

での職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

 特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材を確保する意

義は大きい。一方、人生100年時代を迎える中で、大都市圏の人材を中心に、転職

や兼業・副業の場、定年後の活躍の場を求める動きは今後さらに活発化していく。

これら２つのニーズは相互補完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしてい

くことが、今後の人材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

 しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのような人材が不足

しているか、どのような機能を果たして貰うべきかが明確化できておらず、適切な

求人ができないか、獲得した人材を適切に処遇できていないのが現状である。 

 また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業者も、地方で

の事業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的である。 

こうした現状に鑑み、①受け手である地域企業の経営戦略や人材要件の明確化を

支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、②大都市圏の人材とのマッ

チング機能の抜本的強化、③大都市圏から地方への人材供給の促進を促す仕組みを

構築し、大都市圏から地方への専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、

に重点的、集中的に取り組む。 

 

 

３．人口急減地域の活性化 

 人口急減地域においては、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手不足が深刻

化し、地域社会・経済の維持に困難が生じていることから、地域づくりを行う人材

の確保とその活躍の推進を図る。 

 

 

４．国家戦略特区 

 健全な競争環境を作る観点から、国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータ

などを活用し、世界に先駆けて、未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を

目指す「スーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で複
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数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早期実現を図るとと

もに、Society5.0に向けた技術的基盤を早急に整備する。 

 加えて、近未来技術の実証実験の迅速化・円滑化を図るため、地域限定型の規制

のサンドボックス制度の創設に取り組む。 
 

 

５．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

 ローカルのグローバル化を進めるなどにより、中小企業・小規模事業者の生産性

を高め、付加価値を増加させ、従業員や家族の消費を支え、地域経済にも貢献する

という好循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠である。 

 

①デジタル実装支援 

  デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるよう、ものづくり補助金やＩＴ導入

補助金等による支援を引き続き推進するとともに、創業時等におけるクラウド会計をはじ

めとするデジタル化の普及促進やクラウド・ファンディング等のデジタルツールの活用を採

択時の加点要素とする補助金の範囲の拡大を検討する。また、個社単位のデジタル化の

みならず、データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サー

ビス、ＥＤＩ関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等の普及支援策を検討する。 

 

②経営資源引継ぎの促進 

 事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補助金について、

第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化を行う。また、事業引継ぎ支援

データベースや後継者人材バンクを抜本拡充するなど、経営資源引継ぎ型の創業や第三

者承継等を後押しするための取組を進める。 

 

③経営者保証 

 経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として新旧経営者からの二重

徴求を行わないことを明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則を年内を目途に

策定する。また、中小企業等が経営者保証を不要とするための要件の充足をできるよう、

専門家の確認・支援を受けることができる体制を整備する。さらに、事業承継時に後継者

の経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを創設するとともに、保証料負担を最

大ゼロまで軽減する政策を推進する。 

 

④産業毎のきめ細かな取引関係の適正化 

 親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となっている中小企

業が賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もあることから、利益や付加価値

の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとの分析等を行っ

た上で、親事業者と下請事業者との格差が特に大きい産業等を中心に、下請Ｇメン

による下請事業者の実態把握等も含めて調査を重点的に行うなど、個別の産業に応

じた取引関係の課題を明らかにし、競争法制や中小企業法制等をフル活用して、き

め細かな改善を図っていく。  
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図48：日本健康会議「保険者データヘルス全数調査」（厚生労働省補助事業）を基に作成。 

図49：厚生労働省「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」を基に作成。 

図50：左図：引地博之「高齢者が交流を持つ「コミュニティ・サロン」をまちに設置すると、 要介護認定率が半減する可能 

 性がある. Press Release No: 056-15-01」、右図：引地博之「「憩いのサロン」参加で認知症リスク ３割減―７年 

 間の追跡調査―. Press Release No:095-16-25」を基に作成。 

図51：国土交通省「国民意識調査（平成29年度）」を基に作成。 

図52：国土交通省都市局「平成27年全国都市交通特性調査」を基に作成。鉄道・乗合バスの割合以外は自家用車や徒歩等によ

 る移動が含まれる。 

図53：国土交通省「平成29年度乗合バス事業の収支状況について」（平成30年11月22日）を基に作成。保有車両数30両以上の

 一般乗合バス事業者。補助金を含まない状態での収支を指す。また、兼業事業収支は含まない。大都市は、千葉、武 

 相（東京三多摩地区、埼玉県及び神奈川県）、京浜（東京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川

 崎市）、東海（愛知県、三重県及び岐阜県）、京阪神（大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接する地域）及び兵

 庫県（神戸市及び明石市を含む大阪府に隣接する地域）。 

図54：帝国データバンクが独自に調査・保有している企業概要データベース「COSMOS2」に収録された企業データでメインバ

 ンクと認識している金融機関について抽出・集計したもの。一企業に複数のメインがあるケースでは企業が最上位とし

 て認識している金融機関をメインバンクとして集計。 

図55：金融庁「変革期における金融サービスの向上に向けて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」（平成30年９月26

 日公表） 

図56：金融庁・金融仲介の改善に向けた検討会議報告書「地域金融の課題と競争のあり方」（平成30年４月11日公表） 
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

第１章 基本的考え方

必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、国の基本的なインフラ整備・ルール整備
を完了するよう取り組む

今夏 年末

政府・政策の変革

兼業・副業の拡大

多様な働き方の拡大のインフラ整備

兼業・副業の拡大に向けて、労働時間・健康管理について対
応すべく、課題を論点整理

多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用者保険の短
時間労働者等に対する適用拡大を進める
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１．デジタル市場のルール整備

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

デジタル市場競争本部（仮称）の
設置

個人情報の保護に関する法律の３年ごと見直し
左記見直し結果に基づき、改
正法案の提出を図る

第２章 Society5.0の実現

①デジタル市場の競争状況の評価、②プラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護などの課題の調査・提言、③デジタル市場の活性化に
向けた提言、④G7 、G20等の国際的枠組みにおけるルール作りへの参画等

データの価値評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る 新たな企業結合審査の実施

デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性及び公正性確保（法制及びガイドラインの整備）

法案（デジタル・プラットフォーマー取引透明化法（仮称））の提出を図る

データポータビリティやAPI開放に向けた課題整理 具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開放について具体的制度設計の検討

レガシー規制のデジタル市場に則したルール整備

今夏 年末

専門組織の設置

透明性・公正性確保のためのルール整備

個人情報保護法の見直し

データの移転・開放の促進等
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２．フィンテック／金融分野
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む

「決済」分野について、①プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払いや、②銀
行送金以外でも幅広い金額の送金を可能とするため、必要な法案の提出を図る

横断的な金融サービス仲介法制について、本年中を目途に
基本的な考え方を取りまとめる

今夏 年末

１．デジタル市場のルール整備
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリード

WTOにおける電子商取引に関するルール交渉について、国際的な合意形成を進める

5G整備計画（2024年度までに全国を10km四方に区切った区画
の50%以上に5G展開の基盤となる基地局を整備）の加速

全都道府県で5Gサービスを開始

G20サミットで「DFFT」
コンセプト合意

今夏 年末

DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備

5G整備

機能別・横断的な法制の実現
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

自家用有償旅客運送の見直し

交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅客運送に
協力する場合の必要な法案の提出を図る

来訪者も対象とすることを法律において明確化

地域公共交通網形成計画に自家用有償旅客運送の導入を位置づける場合の手続簡素化

交通空白地について、既存の導入事例を調査・分析
一定の目安を示し、判断の枠組みのガイドラインを策定

全国のタクシー事業者を対象に導入タクシーの相乗りについて、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行うべく、
道路運送法上の通達等の整備を図る

ドローンの有人地帯での目視外飛行

制度設計の基本方針を決定 有人地帯でのドローン有人の目視外
飛行の実現

基本方針に基づいた必要な制度
整備等の推進

３．モビリティ

地域の暮らしの足の
確保安全・安心な交通
サービスの提供
（観光ニーズにも対応）

今夏 年末

法案の円滑な施行

ガイドラインの施行
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望 秋～年末

グループ・ガバナンス・システ
ムに関する実務指針の策定

４．コーポレート・ガバナンス

上場子会社のガバナンスについてのルール整備

同指針に基づき、親会社・子会社側の実務への浸透を推進

東京証券取引所のガイ
ドラインにおける独立役
員の要件の見直し等、
上場子会社等の支配株
主からの独立性を高め
るための更なる措置

新たなガイドラインの適用

今夏 年末

５．スマート公共サービス

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

子育て関連手続をボタン一つで申請できるサービスの実現に向けた検討、ロードマップ策定 一部の地方公共団体でのサービス開始 全国的な展開

年末調整手続の電子化・自動化
マイナポータルを活用したデータ連携による、必要書類の一括取得、
各種申告書への入力・添付の自動化

自治体ポイントのクレジットカードによる購入、QRコードによる決済の導入等のマイキープラットフォーム等の改修

消費平準化対策の具体化、利用環境の整備

自治体ポイントの実施等

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムの基盤としての活用に向けた検討

今夏 年末

個人・法人による手続の自動化

マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

インフラ維持管理業務の高度化・効率化

ICTデータベースシステムの全国導入を加速、橋梁点検等の現場でドローン等の新技術の実装を加速

BIMの取組を国・地方公共団体が発注する建築工事で率先して利用し、民間発注工事へ横展開

PPP/PFI手法の導入加速

成果連動型民間委託契約方式の活用と普及を促進

6．次世代インフラ

ICTデータベースシステムや新技術の実装の取組を行う地方公共団体向けに、地方財政措置による支援を実施（2023年度まで）

今夏 年末

内閣府は、医療・健康、介護、再犯防止分野を重点分野として、2022年度までの具体的なア
クションプランを策定

関係府省は、アクションプランに基づき重点3分野で成果連動型民間委託契約方式を普及促
進、重点3分野以外へ横展開
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2026年度

７．脱炭素社会の実現を目指して

通常国会予算編成
税制改正要望 秋～年末

革新的環境イノベーション戦略を策定する

主要国（G20)研究機関のリーダーを集める国際会合（RD20) の年次開催

TCFDコンソーシアムにおいて、金融機関向けのグリーン投資に関するガイダンスの策定及び
TCFDガイダンスの改訂を行う。また、2019年秋にTCFDサミットを開催し、国際的な情報発信等
を行う

左記の取組等を踏まえ、環境と成長の好循環をリードし、気候変動対策に関する日本企業の国際発信
を促進

パリ協定に基づく長期戦略の策定 パリ協定に基づく長期戦略の取組を推進

再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、コスト低減を進めるとともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施
地域間連系線の増強を含め、 電力ネットワークの強靭化や、必要な供給力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える
蓄エネ技術の高性能化、低コスト化や、高度なエネルギーマネジメントの普及による電力ネットワークの次世代化を進める

今夏 年末

パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進

再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現
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第３章 全世代型社会保障への改革
１．７０歳までの就業機会確保

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

70歳までの就業機会の確保

70歳までの就業機会確保のた
めの仕組みの実現に向け、労
働政策審議会において審議を
行う

円滑な施行を図るとともに、施行後における就業機会確保の実態の進捗を踏まえて、 70歳
までの就業機会確保について義務化のための法改正を検討する

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲の拡大や在職老齢年金制度について、社会保
障審議会での議論（年末を目途）を経て、制度の見直しを行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

中途採用・経験者採用の拡大等

個々の大企業に対し、中途採
用・経験者採用比率の情報公
開を求めるものとする法制上
の措置について、労働政策審
議会において審議を行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

２．中途採用・経験者採用の促進

円滑な施行を図る

多様な選択肢を
明示した上で、70
歳までの就業機
会の確保の努力
規定とする法案の
提出を図る

法案の提出を
図る
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

３．疾病・介護の予防

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

疾病予防の促進

PDCAサイクルによる効果的な事業展開

健康保険組合の後期高齢者支援金を加減算する制度について、最大±10％に引上げ 評価指標を見直し
PDCAサイクルによる効果的な事
業展開

今夏 年末

生活習慣病の重症化予防等への配点割合を高めたり、予防・健康づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間
サービス等の導入を促進するといった形での配分基準のメリハリを強化する

国民健康保険の保険者努力支援制度の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検
討し、その結果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

介護予防の促進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進

民間予防・健康サービスの促進

介護予防等に対する取組を評価し、介護予防と高齢者就労・活躍促進について、交付金の配分基準のメリハリを強化す
る

引き続き、効果検証・改善を実施

介護インセンティブ交付金の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検討し、その結
果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

実証の実施

・健康スコアリングレポートにより企業健保組合と企業との協力を推進、企業の健康投資額の見える化により健康経営の取組と成果が資本市場から評価される環境を整備
・ヘルスケアサービスの品質向上に向けて、国のガイドラインの普及や業界自主ガイドラインの策定を支援、ヘルスケアデータの標準化を推進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討 実証の実施
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

第４章 人口減少下での地方施策の強化
１．地域のインフラ維持と競争政策

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

地域銀行及び乗合バス等の経営統合等について、独占禁
止法の適用を除外するための特例法案の提出を図る

２．地方への人材供給

３．人口急減地域の活性化

地域づくりを行う人材の確保とその活躍の推進を図る

今夏 年末

特例法の施行準備、特例法に基づく経営統合等の審査の実施

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

地方への人材供給について、予算編成過程を通じて具体
的なスキームを検討

具体的施策の実施
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５. 中小企業・小規模事業者の生産性向上

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

・ものづくり補助金による設備導入やIT導入補助金等によるIT導入を引き続き推進
・中小企業・小規模事業者のデジタル実装に向けた普及支援策の検討
‐創業時等におけるクラウド会計をはじめとするデジタル化の普及促進
‐デジタルツールの活用を採択時の加点要素とする補助金の範囲拡大
‐データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サービス、

EDI関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等

事業承継補助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化 運用を開始

土地、建物、設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援データベースを抜本拡充

後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センターに拡大

原則として新旧経営者からの二重徴求を行わないこと
を明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則
を策定

周知・運用を開始

・経営者保証を不要とするための要件の充足をできる
よう、専門家の確認・支援を受けることができる体制を
整備
・事業承継時に後継者の経営者保証を不要とする新た
な信用保証メニューを創設

・利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとに分析
・下請Gメンによる下請事業者の実態把握等、個別の産業に応じた取引関係の課題の明確化

デジタル実装支援

経営資源引継ぎの促進

経営者保証

産業毎のきめ細かな取引関係の適正化

周知・運用を開始
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